
平成25年6月2 5日

お得意様各位
株式会社 タテムラ
システムサービス課
福 生 市 牛 浜 1 0 4

System-Ｖ 新法人税・新勘定科目・新減価・新償却資産・電子申告 ﾈｯﾄ更新について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にあり
がとうございます。

平成25年度版新法人税申告書・新勘定科目内訳書・新減価償却・新償却資産申告書が完成しま
したのでお知らせ致します。これに伴い、電子申告システムも更新致しました。

また今回、勘定科目内訳書プログラムをリニューアルしました(改正保守ご加入のお客様のみ対
応となります)。プログラムは従来通り[130]です。新プログラムにて各表を開くことでデータ移
行します。新プログラムをご使用の際は、法人税同様にメニューにて使用区分を１として下さい。

又、新減価償却及び新償却資産申告書プログラムにおいては、空行にカーソルを移動したいと
のご要望から機能を追加しました。

電子申告システムをお持ちのお客様は、電子申告環境設定の更新作業もあわせて行って下さい。
尚、6月17日にe-Taxソフトもバージョンアップしております。e-Taxを呼び出して更新作業を行っ
て(P.6参照)いただきますようお願い致します。(e-Tax更新を行わないとデータ変換が正しくでき
ませんので必ず行って下さい。)

詳しくは、案内文の更新内容をご一読いただき、ご確認下さいますようお願い致します。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。
敬具

送付資料目次
※改正保守のご加入(未納含む)にもとづき、以下の内容を同封しております。

送付ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

プログラムの送付はございません。ネット更新をお願い致します。

取扱説明書

・http://www.ss.tatemura.com/ より確認できます。

案内資料

・ System-V ネット更新作業手順及びバージョンNO.一覧表 ・・・・１～３
・ 電子申告 環境設定インストール方法 ・・・・・・・・・・・・４～６
・ 平成25年新法人税申告書 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・７～９
・ 新勘定科目内訳書プログラムについて ・・・・・・・・・・・・10～11
・ 新減価償却・新償却資産申告書 機能改善内容 ・・・・・・・・12
・ 電子申告システム 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・13～14

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますよう
お願いします。 尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

ＴＥＬ ０４２－５５３－５３１１(AM10:00～12:00 PM1:00～3:30)
ＦＡＸ ０４２－５５３－９９０１

以上
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System-V ネット更新作業手順 13.06

プログラム等のネット更新をご希望のお客様には、弊社システムに更新があった場合マルチ
ウィンドウ端末起動時に以下のメッセージを表示するようになっております。

また、同時に更新内容につきましては、あらかじめご登録いただいているメールアドレスに
更新のお知らせを送信致します。

上記メッセージを表示した場合、System-Vの更新(サーバー側)及び電子の環境更新(各端末側)
がございますので、以下の作業手順に従って更新作業を行って下さい。

サーバーの更新方法

① [F10]データ変換より、[1000]ＵＰ(更新)を選択します。

初期メニューより F10 データ変換を選択

します。 を呼び出します。[1000] ＵＰ(更新)

1000 Ｅｎｔｅｒ を押します。

② 左図の画面を表示します、

Ｅｎｔｅｒ を押します。

(rootは入力しません)

ｒｏｏｔ は消さないように注意して下さい。
※パスワードを消した場合エラーを表示します。

③ 左図の画面を表示します。

『４』インターネット自動更新を選択します｡

４ Enter と押します。

○○
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④ 左図の画面を表示します。

『インターネットで更新できるか調べてい
ます』のメッセージを表示します。
チェック終了後にインストールが始まり
ますので終了までそのままお待ち下さい。

転送作業は全システムを見比べ、差分を
インストールしております。

ンターネットの環境にもよりますが、イ
10～20分』かかります。『

⑤ 転送作業が終了すると、更新したファイル
数を表示します。

⑥ Ｆ５を押して更新画面を終了します。

⑦ サーバーを再起動して下さい。

転送後のバージョン確認

下記のプログラムはＦ９(申告･個人･分析)の１頁目、Ｆ１０ (データ変換)の１頁目に表示します。

PG番号 プログラム名 HD-VER 備 考

９７ 年度更新 Ｖ-１.２７ 新法人税申告書25年版・新勘定科目内訳書へ
対応致しました。

１１０ 新法人税申告書 25年版 Ｖ-１.５０
別表1-1及び別表1-2の官製用紙が変更になっ
おります。

２７０
２８０ WP版法人税申告書 25年版 Ｖ-４.００ その他、平成25年改正に対応しました。
２９０

入力文字数を増やし、文字数により文字サイ
１３０ 新勘定科目内訳書 Ｖ-２.６０ ズを自動で切り替えるようにしました。

また法人税同様、メニューに使用区分を追加
したことにより、必要な表のみ印刷や電子申
告変換が可能になりました。

１７０ 新減価償却 24年版 Ｖ-１.０５ 空行を検索できるように機能追加しました。

１８０ 新償却資産申告書 25年版 Ｖ-１.０２ 空行を検索できるように機能追加しました。

８８０ 電子申告 Ｖ-１.２４ 平成25年度法人税税制改正によるe-Tax更新に
対応しました。
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●Ｆ９のメニューを整理しました。

旧システムをF19の画面へ移動し、番号を変更しました。

【 F９ メニュー １ページ目】

F9の[100] → F19の[9100]へ移動
F9の[150] → F19の[9150]へ移動
F9の[160] → F19の[9160]へ移動

【 F９ メニュー ２ページ目】

F9の[300] → F19の[9300]へ移動
F9の[310] → F19の[9310]へ移動

【 F19 メニュー】

F9 よりF19へ移動となりま
した。
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※地方税電子申告をご利用のｺﾝﾋﾟｭｰﾀでのみ作業を行って下さい※電子申告 環境設定インストール方法

●インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい （マルチウィンドウ端末も。
閉じて下さい ）終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。。

●下記に沿って各端末機でインストール作業を行って下さい。

① タテムラホームページを開き、｢サービス・サポート｣をクリックします。

② ｢ダウンロード｣をクリックします。

③ 左図の画面が開きます。

｢ダウンロードはこちらから｣を
クリックします。

④ 左図の画面を表示します。

下へスクロールして
｢System-Ｖのお客様はこちらから｣
をクリックします。

⑤ 左図を表示します。

更新のお知らせメール
に記載されている

ユーザ名 『 xxxx 』
パスワード『 xxxx 』

を入力して、ＯＫを
クリックします。

http://www.tatemura.co.jp/
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⑥ 左図の画面を表示します。

電子申告システム環境設定
『denshi25.exe』を選択して
インストールします。

⑦ 左図の画面を表示します。

実 行 を選択して下さい。

⑧ 左図の画面を表示します。

次の画面を表示するまでお待ち下さい。

⑨ 左図の警告画面を表示した場合は

実行する を選択して下さい。

※ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ制御画面を表示した場合は
はい を選択して下さい。

⑩ 左図の画面を表示します。
しばらくお待ち下さい。

電子申告システム (H25法人税更新対応版) 2013.6

⑪ 左図の画面を表示します。
マウスの矢印を｢次へ｣に合わせて
左ボタンを１回押します。(クリック)

⑫ 左図の画面を表示します。
マウスの矢印を｢はい｣に合わせて
左ボタンを１回押します。(クリック)
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⑬ 左図の画面を表示します。

マウスの矢印を｢次へ｣に合わせて
左ボタンを１回押します。(クリック)

しばらくお待ち下さい。

⑭ 左図の画面を表示します。

マウスの矢印を｢次へ｣に合わせて
左ボタンを１回押します。(クリック)

更新作業が始まります。
そのまましばらくお待ち下さい

⑮ ｢セットアップ完了｣と表示したら
マウスの矢印を｢完了｣に合わせて
左ボタンを１回押します。(クリック)

以上で環境設定のインストール作業は終了です。

e-Taxソフトも更新が必要です
電子申告を行うにあたって、e-Taxソフトは不可欠です。
平成25年6月17日にe-Taxソフトでも更新がありましたので、バージョンアップ作業を
行って下さい。

1.デスクトップ上のe-Taxソフト 2.インターネット接続をＯＫ→国税庁からの
のアイコンをダブルクリック。 お知らせをＯＫ、にして進んで下さい。

3.上記の画面が表示されましたら、｢バージョンアップ｣をクリックし、画面に従って
バージョンアップ作業をお願い致します。
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13.06平成25年新法人税申告書 更新内容

平成25年新法人税改正(平成25年3月改正)内容は以下の通りです。

尚、適用額明細書の記載に変更があるようですが、詳しい資料が国税庁に掲載されておりません

(H13.6.17現在)。適用額の明細書に記載する区分番号等は必ずご確認の上提出して下さい。

● 更新内容

表 種 変 更 内 容

別表一(一) 【７】同上に対する税額 (38)+(39)+(40)+(41)

↓
【７】同上に対する税額 (38)+(39)+(40)

【12】控除税額 (((10)-(11)と(44)のうち少ない金額)

↓
【12】控除税額 (((10)-(11)と(43)のうち少ない金額)

【16】所得税額等の還付金額(46)

↓
【16】所得税額等の還付金額(45)

26 欠損金又は災害損失金等の当期控除額(別表七(一)｢4の計｣+(別表七(二)【 】

｢11｣ 若しくは｢23｣又は別表七(三)｢10｣))

↓
26 欠損金又は災害損失金等の当期控除額(別表七(一)｢4の計｣+(別表七(二)【 】

｢ 9｣ 若しくは｢21｣又は別表七(三)｢10｣))

【41】同上(別表三(四)｢15｣)削除になりました。

よって、項目[42]～[47] → 項目[41]～[46]に変更となりました。

[41]が削除になったことにより官製用紙が変更になったため、印刷を対応

しました。

別表一(二) 【７】同上に対する税額 (38)+(39)+(40)+(41)

↓
【７】同上に対する税額 (38)+(39)+(40)

【10】控除税額 (((8)-(9)と(44)のうち少ない金額)

↓
【10】控除税額 (((8)-(9)と(43)のうち少ない金額)

【12】所得税額等の還付金額(46)

↓
【12】所得税額等の還付金額(45)

20 欠損金又は災害損失金等の当期控除額(別表七(一)｢4の計｣+(別表七(二)【 】

｢11｣ 若しくは｢23｣又は別表七(三)｢10｣))

↓
20 欠損金又は災害損失金等の当期控除額(別表七(一)｢4の計｣+(別表七(二)【 】

｢ 9｣ 若しくは｢21｣又は別表七(三)｢10｣))
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別表一(二) 【41】同上(別表三(四)｢15｣)削除になりました。

よって、項目[42]～[47] → 項目[41]～[46]に変更となりました。

[41]が削除になったことにより官製用紙が変更になったため、印刷を対応

しました。

別表三(一) 各転記元の別表の項目番号が変更になったため、項目内容が変わりました。

計算式の変更はございません。

別表三(四) 超短期所有に係る土地の譲渡がなくなりました。

別表三(四)付表 よってプログラムメニューより削除しました。

別表四 【11～12】･【23～24】の空白行がなくなりました。

【23～25】及び【45】欄に新しい項目が追加となり、小計・仮計・合計等

が変更になりました。

別表七(一) 控除前所得金額 別表4｢39[1]｣-別表7-2｢11｣又は｢23｣

↓
控除前所得金額 別表4｢38[1]｣-別表7-2｢9｣又は｢21｣

別表７－１欄外

別表７－２[11]又は[23]の金額 → 別表７－２[9]又は[21]の金額

別表八(一) 【7 【21】超過利子額の損金算入額(別表十七(二の三)｢10｣)欄が追加となり】

各項目の計の計算式が変更になりました。

又項目が追加になったことにより 【7】～【43】→【8】～【45】へ変更、

となりました。

別表十一(一の二) 【8】公益法人等・協同組合等繰入の限度額(6)× 116又は112 /100

↓

【8】公益法人等・協同組合等繰入の限度額(6)× 112 /100 となり、

項目名及び計算式を変更致しました。

別表十四(二) 【7 【29】所得金額仮計 (別表4｢26の[1]｣)】

↓
【7 【29】所得金額仮計 (別表4｢25の[1]｣)】

【13】一般寄附金の損金算入限度額 ((9)+(12)) × 1/2又は1/4

↓
【13】一般寄附金の損金算入限度額 ((9)+(12)) × 1/4

【14】寄附金支出前所得金額の5又は6.25/100
[8]×5又は6.25/100

↓

【14】寄附金支出前所得金額の6.25/100
[8]×6.25/100

【15】期末資本金等月数換算の2.5又は3.75/1000
[11]×2.5又は3.75/1000

↓

【15】期末資本金等月数換算の3.75/1000
[11]×3.75/1000
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別表十五 平成25年4月1日以後開始する事業年度から、中小法人に係る交際費の

損金算入の特例について定額控除限度額800万円(現行600万円)に引上

げられ、損金不算入額が０となりました。

事業年度及び中小企業法人該当等により、自動判定する計算を対応し

ました。

復興特別法人税 平成二十四・四・一以後開始事業年度分

別表一 ↓
平成二十五・四・一以後終了課税事業年度分

【その他の機能改善】

【第９号の２様式】利子割額の控除・充当・還付に関する明細書

[14]欄を小数点第３位(４位以下切捨て)とし、上書き可としました。

【第６号様式】都道府県民税申告書において収入割金額[43.44･47内訳･49内訳･54内訳･58内訳]を

手入力できるようにしました

【第６号様式別表14】基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書において

収入割金額[7][8]を手入力できるようにしました。

上記収入割金額の修正に伴い[2001]道府県民税事業税納付書に金額を転記するようにしました。

※尚、第10号様式及び納税一覧表は未対応です。

※※ 適用額明細書※※

適用額明細書においては区分番号の変更の可能性がありますが、手引き等が発表に

なっていないため、今回は修正しておりません。

租税特別措置法の条項及び区分番号については必ず内容を確認して頂きますよう

お願い致します。
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13.06新勘定科目内訳書プログラムについて

勘定科目内訳書プログラムをリニューアルしました。

メニューに使用区分を追加し、必要な表のみの印刷や電子申告変換が可能になりました。

左図のように、使用している表が分かるよう

になりました。

※旧データからの変換作業は必要ありません

、が全様式[2]使用しないになっていますので

[1]使用するに切り替えて下さい。

会計読取期間に期首年を追加しました。

※会計期間等は空欄時、GP申告情報登録より転記しますが手入力優先です。
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・各項目にて、文字を多く入力したい又は文字数が少ない場合は文字サイズを大きく印刷してほ

しいというご要望より、入力文字数により自動で文字サイズを調整する機能を追加しました。

同一文字サイズにしたい場合は、文字の後ろにスペースを入れて調整して下さい。

。 。文字サイズが切替わる場所に破線を設けました ※一部画面によってはずれる場合もございます

・各様式を表示する際に最終頁合計を印刷するための設定画面を表示していましたが、画面内で

指定できるようになりました。

・任意頁へ移動する機能を追加しました。

これにより今までのPagedown Pageupキーではなく、表内 前頁(F1)・次頁(F2)キーで頁移動を

行って下さい。

・ユーザ名等を印刷したいというご要望により、印刷を選択できる機能を追加しました。

・行コピーの機能を追加しました。

・帳票選択を追加しました。現在ある表から任意の表に移動することができます。

～ご意見を募集しております～

●各表の行数が足りない表はありますか？

足りない表がある場合等は表名と具体的な行数をお知らせ下さい。

表名 行数 表名 行数

表名 行数 表名 行数

表名 行数 表名 行数
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13.06新減価償却・新償却資産申告書 機能改善内容

データが何頁もある場合に空行へカーソルを移動したいとのご要望がありましたので、機能を

追加しました。

8:空行(F8)を押して頂くとカーソルを空行へ移動します。

～ご意見を募集しております～

● 売却廃棄年月日について
売却廃棄年月日の入力が、個別入力からしかできないため不便になったというお声が

寄せられております。

システムの限界により入力の長さをこれ以上右に広げることができません。

そこで代わりに削れる項目を検討しております。

□ 保証額・保証率は表示しなくてよいので売却廃棄年月日を表示してほしい

□ 摘要文字は表示しなくてよいので売却廃棄年月日を表示してほしい

□ その他

※尚、その他ご要望等ありましたら上記にご記入下さい。

8:空行 (F8)を押すことにより、空行
へカーソルを移動します。
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13.06電子申告システム 更新内容

法人税の税制改正によるe-Tax更新(平成25年6月17日)に伴い、弊社電子申告システムも
対応致しました。

《法人税申告書 e-Tax未対応別表》

以下の別表については平成25年度e-Tax電子申告ソフト受付不可能(未対応)により送信が
できないため、変換はしません。

申告する必要がある場合は、別途郵送等で提出していただきますようお願い致します。

別表3-2、別表3-3、別表11-2、別表13-2、別表13-5、別表16-10

税制改正以外の変更点

《法人税・復興特別法人税》

別表６-１及び復興特別法人税別表２・
銘柄別簡便法による場合の［17］分母データにつきまして、複数データがある場合等変換の
必要がないことから変換しないようになりました。

復興特別法人税別表２・
平成24年度での変換は１ページ分のみでしたが、e-Taxで次葉作成が可能になったことに
伴い、複数ページの変換ができるようになりました。

《勘定科目内訳書》

[130]勘定科目内訳書プログラムが新しくなったことに伴い、平成25年の[882]法人・送信データ
作成において新プログラムデータに対応しました。

《電子申告・納税等開始(変更等)届出》

ＧＰ申告情報登録から納税地・所在地等を転記できるよう、機能追加しました。

［ 個人用 ］

所轄税務署、納税地、納税地区分

屋号、職業、生年月日

［ 法人用 ］

所轄税務署、納税地

代表者住所
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nternet Explorer９以降のプレビュー注意点I

【 】Internet Explorerのバージョンは以下の方法で確認できます

1.Internet Explorerのアイコンをクリックして起動します。

2.『ヘルプ(H)』にマウスをあわせて『バージョン情報(A)』をクリックします。

3.バージョンを確認できます。

・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが８の場合は問題ありません。

・ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが９又は１０の場合はご注意いた
だくことがございます。
以下をお読み下さい。

バージョンが９又は１０の場合、電子申告のプレビューを印刷した後、プレビュー画面が隠れ
てしまう現象を確認しております。
プレビュー画面が隠れてしまった場合は、タスクバー内にある虫眼鏡の絵のアイコンをクリッ
クすることにより表示を戻すことができます。

電子申告プレビューで印刷。
プリントの後、画面が左下のように
なってしまいます。

プレビュー画面が隠れてしまい、F5ｷｰ
を押しても終了できません。

画面下のタスクバー内に
左図のアイコンがあるの
でクリックして下さい。

プレビュー画面に戻ります。




